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 サツマイモ基腐病は、千葉県内ではこれまで発生が    

確認されていませんが、複数の県で発生しています。       

本病と疑われる症状が確認された場合は、最寄りの農業  

事務所に御連絡ください。 

＜病気の特徴＞ 

・感染した株は茎の地際部が黒～暗褐色に、茎葉は黄色や紫色に変色 

してしおれ、症状が進むと枯死します。 

・イモでは主に、茎に近い方から腐敗します。 

 

 

 

 

 

 

 地上部の変色     地際部の黒変     株元の茎の黒変     感染したいもの腐敗 

 

  各農業事務所連絡先 

管轄市町村 農業事務所 電話番号(企画振興課) 

千葉市、習志野市、市原市、八千代市 千葉農業事務所 ０４３－３００－１９８５ 

市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、    

我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 
東葛飾農業事務所 ０４－７１４３－４１２２ 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、

富里市、酒々井町、栄町 
印旛農業事務所 ０４３－４８３－１１２９ 

香取市、神崎町、多古町、東庄町 香取農業事務所 ０４７８－５２－９１９２ 

銚子市、旭市、匝瑳市 海匝農業事務所 ０４７９－６２－０１５６ 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、   

横芝光町 
山武農業事務所 ０４７５－５４－１１２２ 

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、   

長南町 
長生農業事務所 ０４７５－２２－１７５１ 

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 夷隅農業事務所 ０４７０－８２－４９５６ 

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 安房農業事務所 ０４７０－２２－７１３１ 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 君津農業事務所 ０４３８－２５－０１０７ 
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